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周辺インフラの状況／機械設備
• 給排水、ガス、熱源、設備監視、消火、井戸、その他の設備で複数の建物に供給している設備は、調査の限り、見
当たらない。

• 第二庁舎、第三庁舎、会議室棟の先行解体に伴う盛替工事は、現時点ではあまり想定されない。

※図面と地上からの目視確認で作成したものであり、ハンドホールやマンホールの内部調査までは行っていないため、設計段階で確認のこと。

この先の排水先は不明
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周辺インフラの状況／電気設備（強電）
• 強電設備は本庁舎部分と第二庁舎・第三庁舎・会議室棟部分の２つに大きく分かれており、後者を先行解体して
も本庁舎への影響はない。

• 主監視盤は本庁舎３階管財課に設置されているが、時間外は第三庁舎管理人室で監視を行っているため、第三
庁舎を先行解体する場合は、受信機の移設が必要である。

• その他の弱電設備は、第二庁舎などを先行解体しても影響は少ないと考えられる。
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H ハンドホール
電柱
プルボックス
天井配線
地中埋設配線
露出配線
架空配線

凡例

SW 高圧キャビネット ・6.6KV高圧配線（電力会社SW→本庁舎QB）

イ

・6.6KV高圧配線（構内柱→第3庁舎QB）

ロ

・6.6KV高圧配線（構内柱→第2庁舎QB）

ハ

・600V低圧配線（第2庁舎QB→会議棟）

二

・600V低圧配線（第2庁舎QB→倉庫棟）

ホ
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周辺インフラの状況／電気設備（弱電）
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H ハンドホール

電柱
プルボックス
天井配線
地中埋設配線
露出配線
架空配線

凡例

・本庁舎非常放送架（第２・３庁舎一括信号）
・第二庁舎非常放送架
・本庁舎火災監視盤（第３庁舎一括信号）
・本庁舎副受信機
・ELVインターホン（本庁舎・第２庁舎用）
・防火戸連動操作盤

本庁舎 管財課防災機器

・電話配線 （本庁舎→第２・第３庁舎）
・防災無線配線（本庁舎→第２・第３庁舎）
・出退表示配線（本庁舎→第２・第３庁舎）

イ

・出退表示配線（本庁舎→第２・第３庁舎）

ロ

・電話配線 （本庁舎→第２・第３庁舎）
・防災無線配線（本庁舎→第２・第３庁舎）
・出退表示配線（本庁舎→第２・第３庁舎）
・非常放送配線（本庁舎→第２・第３庁舎）
・一般放送配線（本庁舎→第２・第３庁舎）
・自火報配線 （本庁舎→第２・第３庁舎）

二

・一般放送配線（本庁舎→第２・第３庁舎）

ハ

・第2庁舎総合監視盤
・第2庁舎火災受信機
・ELVインターホン、警報盤

第２庁舎 警備室機器

・本庁舎一般放送・非常放送架
・本庁舎親時計

本庁舎 放送室機器

・電話配線 （本庁舎→第２庁舎）
・防災無線配線（本庁舎→第２庁舎）
・出退表示配線（本庁舎→第２庁舎）
・非常放送配線（本庁舎→第２庁舎）
・一般放送配線（本庁舎→第２庁舎）
・自火報配線 （本庁舎→第２庁舎）

ホ

・電話配線 （第2庁舎→会議棟）
・一般放送配線（第2庁舎→会議棟）

リ

・光ファイバー配線（通信業者→本庁舎）

ヌ

・アナログ配線（通信業者→本庁舎）

ル

・第2庁舎総合監視盤
・第2庁舎火災受信機
・ELVインターホン、警報盤

第3庁舎 管理人室機器

・電話配線 （本庁舎→第３庁舎）
・防災無線配線（本庁舎→第３庁舎）
・出退表示配線（本庁舎→第３庁舎）
・非常放送配線（本庁舎→第３庁舎）
・一般放送配線（本庁舎→第３庁舎）
・自火報配線 （本庁舎→第３庁舎）

へ

・通信配線（架空）

ト

・通信配線（外壁露出）

チ


